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放課後子ども教室における特別支援教育の在り方について

子ども・地域住民・教師との関わりを通して

田中礼子

Methods of Special N eeds Education in the Child Classroom Mter School : 

1 問題の所在

Relationships among Children， Local Residents， and Teachers 

Ayako TANAKA 

共生社会の実現に向けて障害がある子どもとない子どもが共に学び合うインクルーシブ教育の

体制整備が行われている。工藤(2016)は、小学校におけるインクルーシプ教育の課題として「通

常学級での支援の在り方」や「通常学級の担任の役割や在り方」、「通常学級の担任を支えるため

の校内体制」をあげている。さらに、インクルーシブ教育の実践に対する効力感があまり上がら

ず、その結果として、実践すること自体が大きな課題となる状況になっていることを危倶してい

る。共生社会に近づくためには、教師がインクルーシプ教育に真に向き合うことができるよう環

境整備や研修機会の拡大などを行い、未来を担う子どもたちに対して個に応じた適切な支援や指

導を行える力をつけていくことが課題である。

教育課程審議会(1998)は、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校

の教育課程の基準の改善について(答申)Jの「教育課程の基準の改善の基本的な考え方」の中で、

「教育は、子どもたちの発達を扶ける営みであり、それは学校のみが担うものではなく、学校、

家庭、地域社会が連携を図り、それぞれがその教育機能を十分発揮してはじめて子どもたちのよ

りよりよい発達が促されるものである」と述べている。共生社会に向かうためには、家庭や地域

との連携が重要であり、家庭や地域の協力を得て子どもを育てていくことが不可欠である。しか

しながら、 2009年に内閣府が行った「障害を理由とする差別等に関する意識調査」の結呆では、

地域住民は障害や障害のある人に関する理解が進んでいないことがあげられている。共生社会の

実現に向けでは、課題が多いことがうかがえる。

子どもは、人との関わりや様々な体験を通して主体的に活動することで、発達が促される。そ

のような場のーっとして、放課後活動が考えられている。放課後活動は、同年齢によるものもあ

るが、異年齢の子ども、地域の大人など多様な人との関わりの中で行われ、学校よりも比較的制

約の少ないところで活動を進めることができる。また、学校での活動とは違った満足感を持つ子

どもたちも多く、子どもたちにとって大切な場所であり時間であると考えられている。障害があ

る子どもの放課後活動の場としては、改E児童福祉法(2012)により自治体の補助を受けて行われ

ている放課後デイサービスなどに加えて、障害のない子どもも利用する放課後児童クラブ(学童

保育)、厚生労働省、文部科学省の共同策定の放課後子どもプラン(2008)による放課後子ども教室

などがある。

玉木(2014)は、子どもの放課後支援は、共生社会の実現を目指す視点から、可能な限り障害児

の受け入れを進めることが重要であると述べている。また、矢津(2014)は、放課後活動は「学校

でも家庭でもない、第 3の生活の場」として、遊びを大切にしながら、子どもが気持ちを相手に

ぶつけたり、相手からぶつけられたりして、「葛藤を調整するカJr折り合いをつけるカ」を育て
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